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１１．報告事項 

 

報告第１３号  農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

報告第１４号  農地法第１８条第６項の規定による通知について 

報告第１５号  農地法施行規則第２９条第１号による届出について 

 

１２．提出議案 

 

議案第１０号  農地法第３条の規定による許可申請について 

議案第１１号  農地法第５条の規定による許可申請について 

令和３ 第５回山ノ内町農業委員会総会議事録 

 １．総会の種類   定例 

 ２．開催の告示期日   令和 ３年 ５月１０日 

 ３．開催通知の期日   令和 ３年 ５月１０日 

 ４．招集期日   令和３年５月２８日 

 ５．招集場所   山ノ内町役場 議場 

 ６．招集者   山ノ内町農業委員会会長 山本善孝 

 ７．開催時刻   午後 ４時００分 

 ８．議長氏名   山本善孝 

 ９．委員出欠席 議席 氏 名  議席 氏 名  

１ 湯本幸作 出 １１ 北原元明 出 

２ 湯本久万 出 １２ 下田和浩 出 

３ 湯本智明 欠 １３ 小池俊治 出 

４ 山本武彦 出 １４ 齊藤蝶次郎 出 

５ 山口 剛 欠 １５ 佐藤次雄 出 

６ 望月美知子 出 １６ 白鳥金次 出 

７ 福井敏彦 出 １７ 湯本貴文 出 

８ 渡辺輝子 出 １８ 上原 仁 出 

９ 湯本 浩 出 １９ 山本善孝 出 

１０ 藤浦忠広 出    

１０．事務局出欠席 事務局長 鈴木隆夫 出 

係  長 青木重喜 出 

書  記 酒井義之 出 

書  記 梨本祥子 欠 

書  記 石川政志 出 
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議案第１２号  農用地利用集積計画の承認について 

 

１３．その他 

 

 （１）農業者年金協議会総会について 

 

 

＜開会＞ 

会長代理 皆様、大変ご苦労さまです。 

ただいまより令和３年第５回山ノ内町農業委員会定例会を開催いたします。 

本日の欠席者は湯本智明委員の欠席の連絡をいただいております。また、山口委

員、ちょっと連絡取れないんですが、また後で来られると思いますのでよろしく

お願いします。 

それでは、招集者よりご挨拶を申し上げます。 

 

＜招集者挨拶＞ 

会 長  皆さん、こんにちは。 

春の農作業のお忙しい中、また一番農作業がはかどる時間帯に招集いただきまして

ありがとうございます。 

４月の霜の被害のことで今日の紙面に載っていたんですけれども、山ノ内の被害が

果樹だと思われるんですけれども、全体で４，８００万ほどの被害があったと載って

いましたけれども、皆さんのお宅でもリンゴ、桃、プラム等々栽培している方が多い

と思うんですけれども、私ちょっとどのぐらいの被害かというのは、ちょっと自分で

果樹栽培していないものですから分かりませんけれども、被害に遭われた方々もそ

の実になっているものを大切に育てていただきまして、秋の収穫までたどり着けて

いただきたいと、またそのように思っておりますので、また頑張ってください。 

それと、最近ですけれども、コロナワクチンの接種がやっと町内でも始まったようで

すが、ちょっと情報を聞きますと、多少遅れ加減かなという感覚を聞いております。

この中で高齢者といっても数名おられるようですけれども、早めに接種して、１６歳

以上ということで対象になる方もここに大勢おられますので、また機会がありまし

たら早めに接種していただきまして、コロナのほうも多少落ち着いてくれればいい

なと思っております。 

今日は大変ご苦労さまです。よろしくお願いします。 

 

会長代理 ありがとうございました。 

それでは、議事に移ります。 

会長の進行でよろしくお願いいたします。 

 

＜議事録署名委員の選任＞ 

議 長  それでは、４番の議事録署名委員の選任ということで、本日は 

  ５番   山口  剛 委員 

  ６番   望月美知子 委員 

お願いいたします。 

 

＜議事＞ 

議 長  それでは、５番、議事に入らさせていただきます。 

報告第１３号 農地法第３条の３第１項の規定による届出について、事務局より説
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明をお願いいたします。 

 

事務局  説明します。資料のほう、１ページをお願いします。報告第１３号 農地法第３条の

３第１項の規定による届出について、今月２件です。 

１件目ですが、農地所有者は○○の○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字夜間

瀬字○○○○○○○、ほか１４筆、現況地目、畑、現況面積、合計で１万９，９４２

平米、あっせんの希望はありません。 

２件目ですが、農地所有者は○○○の○○○○、相続者は○○○○、対象農地、大字

夜間瀬字○○○○○○○○○、ほか９筆、現況地目、畑で、現況面積、合計で１万２，

６７２平米、あっせんの希望はありません。 

以上、２件報告します。 

 

議 長  ありがとうございます。報告事項ですが、質問ありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら、次に移ります。 

２番、報告第１４号 農地法第１８条第６項の規定による通知について、事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局  資料のほう２ページをお願いします。報告第１４号 農地法第１８条第６項の規定

による通知について、今月５件です。 

貸借の契約の案件になります。 

１件目ですが、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、同じく○○○○○、現況地目

いずれも畑で、面積が合計で１，０４４平米になります。通知人、賃貸人が○○○の

○○○、賃借人が○○○の○○○○、解約に至った理由ですが、賃借人へ所有権移転

するためとなります。 

２件目ですが、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、字○○○○○○○○、いずれ

も地目が畑で、合計面積が４，０００平米になります。通知人、賃貸人は○○の○○

○○○、賃借人が○○の○○○、解約に至った理由は賃借人へ所有権移転するためと

なります。 

３件目ですが、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、同じく字○○○○○○○○、

いずれも畑で、合計面積が１，１３８平米になります。通知人、賃貸人は○○の○○

○○○、賃借人が○○の○○、解約に至った理由は賃借人へ所有権移転するため。 

４件目ですが、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、同じく○○○○○○、○○○

○○○の３筆で、現況地目がいずれも畑、面積が合計で４，３８９平米になります。

通知人、賃貸人が○○の○○○○○、賃借人が○○の○○○○、解約に至った理由は

賃借人へ所有権移転するためです。 

最後５件目ですが、所在地は大字平穏字○○○○○○○○、同じく○○○○○○、○

○○○○○、○○○○○○の４筆で、現況地目がいずれも畑、面積が合計で５，９５

３平米です。通知人、賃貸人が○○の○○○○○、賃借人が○○の○○○○、解約に

至った理由は賃借人へ所有権移転するためとなります。 

以上、５件報告します。 

 

議 長  この報告事項について、質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら、次へ移ります。 

３番、報告第１５号 農地法施行規則第２９条第１号による届出について、事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局  資料３ページをお願いします。報告第１５号 農地法施行規則第２９条第１項によ
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る届出について、自己所有農地に２００平米未満の農業用倉庫等を建築する際の届

出になります。今月１件あります。 

農地の所在地は大字戸狩字○○○○○○○○○、地目は台帳、現況ともに畑、面積は

２７１平米、農地区分は３種農地に該当しまして、こちらに農業用物置、床面積５０．

５３平米を１棟建築したいということでございます。申請人ですが、○○の○○○

○、事業の詳細は農機具を収納する物置を建設するためということでございます。参

考資料を１７ページから２０ページにつけてございます。 

まず、１７ページは位置図になります。１８ページは公図の写し、１９ページは登記

簿謄本の写し、２０ページは倉庫の図面です。 

場所ですけれども、１７ページをお願いします。○○○○○から町道伊沢箱山線を約

１２０メートルほど南東に進んだ場所にございます。以上、報告します。 

 

議 長  ありがとうございました。この報告事項について、質問ありましたらお願いします。

（なし） 

ないようでしたら、次へ進みます。 

４番、議案第１０号 農地法第３条の規定による許可申請について、事務局より説明

をお願いいたします。 

 

事務局  資料のほう４ページをお願いします。議案第１０号 農地法第３条の規定による許

可申請について、今月６件です。 

１件目ですが、申請人、渡人が○○○の○○○○、所有面積１万２８２平米、耕作面

積１万１，９９８平米、家族総数４、稼働人員が４です。受人は○○○の○○○、所

有面積１万２８２平米、耕作面積が１万１，９９８平米、家族総数４、稼働人員が４

です。申請地は大字夜間瀬字○○○○○○○○、同じく字○○○○○○○、地目はい

ずれも畑で、面積が合計で３，１８６平米となります。契約の内容は贈与となりまし

て無償となります。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため子へ経営移

譲、受人につきましては、ブドウの栽培で経営移譲を受けるということになります。

位置図が２１ページ、公図のほうが２２ページ、２３ページに載せておりますけれど

も、場所につきましては、宇木の千歳桜の北側及び東側の農地となっております。 

戻りまして、２件目ですけれども、申請人、渡人が○○○の○○○○、所有面積、耕

作面積ともに２，００５平米です。家族総数が３、稼働人員がゼロ、受人は○○○の

○○○○、所有面積１万４，２５８平米、耕作面積が１万２，４５８平米、家族総数

が６、稼働人員が４です。申請地は大字夜間瀬字○○○○○○○○で地目が畑、面積

が２，００５平米です。契約内容は売買で、価格は全体で１０万円となっております。

理由ですけれども、渡人につきましては、労働力不足のため廃業、受人につきまして

は、リンゴ栽培のため経営規模の拡大となっております。位置図を２４ページ、公図

を２５ページに載せておりますけれども、場所は宇木三の集落から西に位置する農

地となっております。 

３件目ですが、申請人が、渡人、○○○の○○○○、所有面積が１万２，２１６平米、

耕作面積が１万５０２平米、家族総数が２、稼働人員が１です。受人は○○○の○○

○○、所有面積が１万３，５５１平米、耕作面積が２万４，６７９平米、家族総数が

５、稼働人員が４です。申請地は大字夜間瀬字○○○○○○○○、畑で８０９平米と

なります。契約内容は売買で、価格は１坪６００円の全体で１４万７，０００円とな

ります。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため規模縮小、受人につき

ましては、ブドウの栽培で規模拡大となっております。位置図を２６ページ、公図を

２７に載せております。場所は○○○○○○○から５０メートルほど南に下った農

地となっております。 
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続いて、４件目になりますが、申請人、渡人が○○○の○○○○、所有面積１万２，

２１６平米、耕作面積が１万５０２平米、家族総数２、稼働人員が１、受人につきま

しては○○○の○○○○、所有面積ゼロ、耕作面積が１万５１７平米、家族総数が２、

稼働人員が１です。申請地は大字夜間瀬字○○○○○○○○○、地目が畑で面積が２

９７平米です。契約内容は売買で、価格は１坪３，０００円の全体で２７万円となり

ます。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため規模縮小、受人につきま

しては、ブドウ栽培で規模拡大となっています。地図を２８ページ、公図を２９ペー

ジに載せておりますが、場所につきましては、宇木上区配水池から西に１００メート

ルほど横にずれた位置の農地になっております。 

５件目ですけれども、申請人、渡人が○○○の○○○、所有面積が４，４１８平米、

耕作面積が１，３４２平米、家族総数が１、稼働人員がゼロです。受人につきまして

は、○○○の○○○○、所有面積が８，２９４平米、耕作面積が９，３３８平米、家

族総数が６、稼働人員が２です。申請地は大字平穏字○○○○○○○○、同じく５４

４３－８、いずれも畑で面積が合計で１，０４４平米となります。契約内容は贈与で

無償となります。理由ですけれども、渡人につきましては、高齢のため規模縮小、受

人につきましては、プラムの栽培で賃貸していた農地の取得となっております。位置

図を３０ページ、公図を３１ページに載せておりますけれども、場所はちょうど雀山

藤ノ木霊園の東側に位置する農地となっております。 

最後６件目ですけれども、申請人、渡人が○○○の○○○○、所有面積３８５平米、

耕作面積が３，００２平米、家族総数が４、稼働人員がゼロです。受人につきまして

は、○○○の○○○○、所有面積１万４，７４７平米、耕作面積１万５，２６１平米、

家族総数が２、稼働人員が２です。申請地は大字夜間瀬字○○○○○○○、同じく○

○○○○、○○○○○の３筆で、地目は畑、公衆用道路となっておりまして、面積が

３筆合計３８５平米です。契約内容は売買で、全体で１万５，０００円となっており

ます。理由ですけれども、渡人につきましては、町外在住のため規模縮小、受人につ

きましては、リンゴ栽培で規模の拡大となっております。位置図を３２ページ、公図

を３３ページに載せておりますけれども、場所につきましては、○○○○の集落内に

ある町道に面した農地となっております。 

以上６件につきまして、農地法第３条第２項各号に該当しないため、許可要件を全て

満たしていると考えます。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、補足説明をお願いします。１番の件について、湯

本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本（久）委員 受人の○○○さんは渡人の○○○○さんの息子さんで後継ぎということで、現

在、住所○○ということになっているんですが、結婚されてから夫婦で○○のアパー

トに住んでおられて、そこから主に○○の自分のうちの畑へ通って農業をされてい

ます。これまでも畑ごとに○○さんから○さんへ贈与を行っていたということなの

で、問題ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、２番の案件について補足説明、湯本久万委員、お願いいたします。 

 

湯本（久）委員 受人の○○○○さんですが、会社員を辞めてご夫婦で就農されまして、現在、
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両親と４人で農業をされています。以前から農作業の手伝いなどに来ていただいて

いた渡人の○○○○さんのお宅、○○さんは現在会社員ということで農業をされて

いなくて、今まで主に○○さんのお母さんがやってこられたんですが、高齢でもうや

めたいということなので、今まで親交ありました○○さんが○○さんの農地、現在リ

ンゴ畑なんですが、それを買って規模を拡大して農業を行いたいという希望のよう

です。問題ないかと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手お願いします。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

３番の案件の補足説明を湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 渡人の○○○○さんは若いときからずっと会社員をやっておられて、農業には

そんなに携わっていなかったんですが、この○○さんにお渡しするこの土地は十数

年ぐらい前に返されてしまって、ちょっと荒廃地になっていたという状態でした。そ

れでもそんなわけにもいかないので処分したいということで、ちょうど隣で畑やっ

ていらっしゃる○○さんに相談を持ちかけて、○○さんが買い取って、ここを畑にす

るということがまとまったということです。○○さんはまた認定農業者でもありま

すので問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問のある方は挙手

願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

４番の案件について、同じく湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 この件も渡人が○○○○さんの土地なんですが、広くない土地なんですけれど

も、この土地で借りて野菜を作っていた方がいらっしゃったんですが、その方がちょ

っともう高齢で手が回らないということで返されてしまったということで、その返

されてしまった畑の違ったところをブドウ畑をやっております○○さんなんですが、

里親制度の研修を終えて二、三年になる方なんですけれども頑張ってやっていらっ

しゃる方がそこの土地を買って、そのブドウを広げて農業をやりたいということで

あります。全く問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

５番の案件について、齊藤委員、お願いいたします。 

 

齊藤委員 渡人の○○○さんは５０年ほど前までは○○に住んでおられましたが、○○へ移ら

れまして電気店を経営されまして、農業は全くやっていない状態でした。それでこの

○○さんというのはその当時、昔からその土地を借りていて、○○さんにもう高齢で

自分で電気店も辞めるつもりもないし、ちょっと引き取ってくれないかという話に

なって、こういう状態になったわけです。○○さんの場合は夫婦二人でプラムを新田

で作っておられるので問題ないと思いますので、よろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

６番に移ります。補足説明を湯本貴文委員、お願いいたします。 

 

湯本（貴）委員 今度の渡人の○○○○さんなんですが、○○にお住まいで、畑がここ山ノ内の

○○のところにあったんですが、そこへ通っていられて野菜などを作っていらっし

ゃるんですが、おばあちゃんがちょっとやっていらっしゃったんですが、おばあちゃ

んが亡くなってしまったりとか、あと本人も高齢になってなかなか農業もやってい

られないということで、たまたま横でリンゴを栽培しておられた受人の○○○○さ

んのほうにお渡しするということの話がまとまりました。○○さんのほうはリンゴ

を栽培しているということで、○○さんも認定農業者でありますので問題ないと思

います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、次に移ります。 

５番、議案第１１号 農地法第５条の規定による許可申請について、事務局よりお願

いいたします。 

 

事務局  それでは、資料６ページをお願いします。議案第１１号 農地法第５条の規定による

許可申請について、こちらは農地転用の案件ですが、今月１件でございます。 

まず、農地の所在は大字平穏字○○○○○○○○○、登記、現況ともに畑で、面積が

４０３平米、農地区分は３種の農地でございまして、こちらに個人用住宅を建築した

いということでございます。申請人ですけれども、渡人は○○の○○○○、受人は○

○○の○○○○、契約内容は売買です。事由の詳細ですけれども、○○○○さんが住

宅建築のため農地を転用したいということで申請に至りました。参考の資料を３４

ページから３９ページにつけてございます。３４ページは位置図です。３５ページは

公図の写し、３６ページは登記簿謄本の写し、３７から３９ページは住宅の平面図及

び立面図です。場所ですけれども、位置図の３４ページをご確認ください。○○○○

○から町道湯田中夜間瀬線を１２０メートルほど進んだ町道沿いにあります。以上

です。 

 

議 長  ありがとうございます。補足説明を湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 申請の農地ですが、現在何も栽培しておらず、草刈り管理に使っています。そ

こで、○○○○さんが○○○○さんの農地を購入し、そこに住宅を建てるために転用

するものです。申請地から３００メートル以内に役場などがあることから、農地区分

は３種で転用は問題ないです。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問を受けます。質問のある方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 
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ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

それでは、次に移ります。 

６番、議案第１２号 農用地利用集積計画の承認について、事務局より説明をお願い

します。 

 

事務局  資料のほう１０ページをお願いします。議案第１２号 農用地利用集積計画の承認

につきまして、今月、公社との売買が２件、利用権の設定が、新規が６件、再設定が

６件の合計１４件となります。 

まず、売買の件ですけれども、１件目ですが、所有権の移転を受ける者が長野県農業

開発公社、移転する者が○○の○○○○○、移転する農地ですが、先ほど解約で報告

をさせていただきました農地となります。所在が大字平穏字○○○○○○○○、同じ

く○○○○○○、字○○○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、

字○○○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、○○○○○○、

○○○○○○合計１２筆となります。現況地目はいずれも畑で、面積が１２筆合計で

１万５，５５４平米となります。利用の目的ですが果樹栽培となりまして、所有権の

移転の時期、対価の支払時期、引渡しの時期につきましては、令和３年６月２１日、

対価につきましては、４９６万円となっております。 

２件目ですが、所有権の移転を受ける者が長野県農業開発公社、移転をする者が○○

○の○○○○移転する農地が大字夜間瀬字○○○○○○○○、畑で１，８０４平米と

なります。利用目的はブドウの栽培で、所有権の移転の時期、対価の支払い、引渡し

の時期につきましては、令和３年６月２１日です。対価につきましては８８万３，０

００円となります。 

続いて、１２ページをお願いします。次に、利用権ですけれども、１件目ですが設定

を受ける者、○○の○○○○、設定する者が○○の○○○、設定する農地、大字平穏

字○○○○○○○、畑で１，３６６平米、利用権の種類は賃借権で、リンゴの作付を

１０年間の設定で行います。賃料ですが、全体で１万円の新規設定となります。 

２件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○○の○○○、設

定する農地大字平穏字○○○○○○○○○、同じく○○○○○○、地目が畑で、２筆

合計３，１３７平米となります。利用権の種類は賃借権で、この農地を１０年の設定

でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で１万円の再設定となります。 

３件目ですが、設定を受ける者が○の○○○○、設定する者が○の○○○○、設定す

る農地、大字佐野字○○○○○○○、畑で３，２９８平米、利用権の種類は賃借権で、

１０年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は全体で２万円の新規設定と

なります。 

４件目ですが、設定を受ける者が○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、設定

する農地が大字佐野字○○○○○○、畑で２，３８５平米、利用権の種類が賃借権で、

３年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は全体で３万円の新規設定となりま

す。 

５件目ですが、設定を受ける者が○の○○○○、設定する者が○○○○の○○○○、

設定する農地、大字佐野字○○○○○○、同じく○○○○○、同じく○○○○○の３

筆です。地目が畑で、面積が合計で１，６５２平米となります。利用権の種類は賃借

権で、１０年の設定で桃の作付を予定しています。賃料は全体で３万円の新規設定と

なります。 

６件目ですが、設定を受ける者、○の○○○○、設定する者が○の○○○○、設定す

る農地が大字佐野字○○○○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○○○○、○○

○○○の合計５筆で、いずれも畑ですが、合計面積が２，１３２平米となります。利

用権の種類は賃借権で、１０年の設定でプルーンの作付を予定しています。賃料は全
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体で２万円の再設定となります。 

７件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、設

定する農地が大字平穏字○○○○○○、同じく平穏の字○○○○○○○○、○○○○

○○の合計３筆で、いずれも畑ですが、面積が合計で１，９５３平米、利用権の種類

が賃借権で、５年の設定でリンゴ、野菜の作付を予定しています。賃料は全体で２万

円の再設定となります。 

８件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、設

定する農地が大字寒沢字○○○○○○○、畑で８８９平米です。利用権の種類は賃借

権で、１０年の設定で野菜の作付を予定しています。賃料は１０アール当たり２，０

００円の新規設定となります。 

続いて、９件目ですけれども、設定を受ける者が○の○○○、設定する者が○の○○

○○、設定する農地、大字佐野字○○○○○○○○、畑で１，９２０平米、利用権の

種類が賃借権で、１０年の設定で山菜の作付を予定しています。賃料は１０アール当

たり１，０００円の新規設定となります。 

１０件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地が大字平穏字○○○○○、畑で２，１８２平米、利用権の種類は賃借権

で、５年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり２万５，

０００円の再設定となります。 

１１件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○○○、

設定する農地、大字平穏字○○○○○○○○、畑で３，３４２平米、利用権の種類が

賃借権で、３年の設定でリンゴの作付を予定しています。賃料は１０アール当たり１

万５，０００円の再設定となります。 

最後、１２件目ですが、設定を受ける者が○○の○○○○、設定する者が○○の○○

○○、設定する農地、大字佐野字○○○○○、畑で３，２９４平米のうちの２，６２

２平米となります。利用権の種類は賃借権で、３年の設定でリンゴの作付を予定して

います。賃料は１０アール当たり２万円の再設定となります。 

以上、売買が２件、利用権の設定が１２件につきましては、農業経営基盤強化促進法

第１８条第３項各号の要件を満たしていると考えます。以上、よろしくお願いしま

す。 

 

議 長  ありがとうございます。それでは、まずは１０ページの１番の案件について、補足説

明をお願いします。湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 ○○○○○さんは現在引っ越しをして、住所に住んでおられません。それで貸し

ておられた土地につきまして、借りて耕作をされていた方に買ってもらうということで、

買っていただいた方につきましてはそのまま、今までどおり耕作をするということでご

ざいますということですので、問題ないと思います。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問がある方は挙手

願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

続いて、２番の案件、補足説明を藤浦委員、お願いいたします。 

 

藤浦委員 ○○○○さんは以前から○○の○○○○○さんにこの土地を貸していまして、その土地

の利用権設定の満期が来たということで、ここで売買に切り替える、公社を通しての売買

に切り替えるということでございます。○○○さんは適正に管理、保全されていますの
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で問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問の方は挙手願い

ます。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

続いて、１２ページのほうをお願いいたします。１番の案件を湯本浩委員お願いいた

します。 

 

湯本（浩）委員 ○○○さんなんですけれども、両親の介護ということで手が回らなくなってきたと

いうことで、○○○○君に借りてもらうということになったということです。○○○○

君はしっかりやっておりますので、全く問題ないと思います。お願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたら挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

２番の案件について、同じく湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 再設定ということで、引き続き耕作されるということで問題ないと思います。よろ

しくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

引き続きまして、３番、４番、５番、同じ設定を受ける者として私が補足説明させて

いただきます。 

○○○○さんですけれども、○○○○さんの畑を借り受けるわけですけれども、○○

さんの前には○○さんという方が野菜を作っておられたわけですけれども、高齢と

いうことで○○さんに畑を返され、それをまた○○さんがまた借り受けまして、そこ

にリンゴを植えたいということです。○○さんも三世代で農家をやっていまして、息

子さんも２年ほど前に就農されまして頑張って農作業、リンゴ、桃作りをしているも

のでございます。新ですけれども、頑張っていると思いますので、またよろしくお願

いいたします。 

４番の案件ですけれども、これも○○○○さんで、○○の○○○○さんという方の畑

を借りているわけですけれども、○○さんは会社勤めということで農業のほうには

手を出していないということで、それも○○さんが借り受けて、そこで桃の栽培をす

る予定でおります。今、言ったように頑張って仕事、親子で頑張って仕事をしておら

れるので、大丈夫だと思います。 

５番の案件ですけれども、これも○○○○さんで、○○さんの畑を借りているわけで

すけれども、○○さんが○○○に電気工事の関係で仕事をしておりまして、畑のほう

はちょっと手が回らないということで、○○○○さんが近くに桃畑もあるそうで、す

ぐ隣であるみたいで、そこを借受けて桃の栽培をする予定です。これも同じく頑張っ

てやると思いますので、よろしくお願いいたします。 

この案件について質問がありましたらお願いいたします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

６番の案件に移ります。 
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会長代理 ６番の案件ですが、補足説明を山本武彦委員、よろしくお願いします。 

 

山本（武）委員 先ほど承認されました３、４、５に６番ですけれども、○○○○さん、キノコ専門

の農家でございましたので、再設定ということで、引き続きお願いをしたいということで、

○○○○さんがやっていただくということで問題ないと思います。よろしくお願いしま

す。 

 

会長代理 ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手を願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

 

議 長  では、７番の案件に移ります。補足説明を湯本浩さん、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 ○○○○さんは高齢でもあり、規模縮小をされており、○○○○君も認定農業者

でもあり、しっかりやっているので全然問題ないと思います。よろしくお願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問をお受けします。質問のある方は挙手

願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

８番の案件に移ります。補足説明を上原代理、お願いいたします。 

 

上原委員 ○○○○君なんですが、今日の中にもありました○○○さんのお孫さんで学生さんです。

この農地ですが、今まで栽培していた桃だったかな、それを切られてからもう数十年の間

とか、そんなにたつか、何年の間そのままになっており、そこの近くというか、○○○○

さんの畑の近くにありまして、そこを借りて野菜を栽培するということです。今年の春か

ら堆肥も入れられ、管理も整っておられるので、何ら問題ないと思いますので、よろしく

お願いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

９番の案件ですけれども、私が補足説明をさせていただきます。 

○○○さんなんですけれども、現在は会社勤めをされており、将来の定年後を考え

て、○○さんの畑の一部をお借りいたしまして山菜を作りたいということで相談が

ありまして、○○さんが一人農業で仕事が一人では間に合わないということでお貸

しするそうです。○さんも山菜作りが大好きということで聞いております。真剣にや

ると思いますので、よろしくお願いいたします。 

では、この案件について質問をお受けします。質問のある方は挙手願います。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

１０番の案件に移ります。補足説明を湯本浩委員、お願いします。 

 

湯本（浩）委員 再設定ということで、引き続き○○○○さんが耕作をされるということで問題な

いと思います。よろしくお願いします。 
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議 長  ありがとうございます。この案件について質問があったらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１１番の案件の補足説明を湯本浩委員、お願いいたします。 

 

湯本（浩）委員 ○○○○さんは高齢であり、現在何も耕作されておりません。再設定でもあり、○

○○○君も認定農業者で、しっかりやっているので問題ないと思います。よろしくお願

いします。 

 

議 長  ありがとうございます。この案件について質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございます。全員賛成で可決といたします。 

１２番に移ります。補足説明、私がさせていただきます。 

○○○○さんですけれども、○○○○さんの畑を借りるわけですけれども、○○○○

さん、キノコ栽培を手がけておられ、リンゴ畑は結構あるんですけれども、やはり手

が間に合わないということで、○○○○さんがその畑を借受けて栽培されるそうで

す。これは再設定でありますので、間違いなく適正な管理をされており、大丈夫だと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

この案件について質問がありましたらお願いします。（なし） 

ないようでしたら採決に移ります。賛成の方は挙手願います。（全員挙手） 

ありがとうございました。全員賛成で可決といたします。 

議事につきましては、以上をもちまして終了といたします。ありがとうございまし

た。 

 

＜その他＞ （１）農業者年金協議会総会について 

 

会長代理 ありがとうございました。 

以上をもちまして、令和３年第５回山ノ内町農業委員会定例会総会を終了いたしま

す。 

ありがとうございました。 

 

 

閉会 午後４時５０分 


